
工事区分表 添付資料５

便益施設部分 公共施設部分
A工事：本体工事（躯体、共用設備等）

B工事①：A工事に対する追加変更工事（公共施設部分）
（建築間仕切り、専用設備等）

C工事①：A工事及びB工事以外の工事（公共施設部分）
（内装、照明器具等）

C工事②：A工事及びB工事以外の工事（便益施設部分）
（内装、照明器具等）

工事区分 対象（例） 設計・工事・維持管理 費用負担

A工事 躯体、建物の外装・外壁、共用トイレ、廊下 等 事業者 市

B工事① 公共施設部分と便益施設部分間の建築間仕切り、公共施設部分内の建築
間仕切り、公共施設部分の電気・給排水・空調・防水防災設備 等 事業者 市

B工事② 便益施設部分内の建築間仕切り、便益施設部分の電気・給排水・空調・
防水防災設備 等 事業者 事業者

C工事① 公共施設部分の内装、什器備品、照明器具、電話・インターネットの配
線工事 等 事業者 市

C工事② 便益施設部分の内装、什器備品、照明器具、電話・インターネットの配
線工事 等 事業者 事業者

※本資料で示す工事区分はあくまでも概要であり、工事区分の詳細については、設計段階で本市と事業者の協議により決定するものとする。

B工事②：A工事に対する追加変更工事（便益施設部分）
（建築間仕切り、専用設備等）


	スライド番号 1

